
指定地域密着型サービスの指定・運営基準に規定される研修について

なし
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認知症対応型
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●受講免除(みなし措置）について

【注意】
  介護保険法に基づき当該事業所を「指定」する際に、下記「みなし措置」
を適用するかは各保険者（市町村）の判断によります。必ず事業所の所
在する市町村（もしくは広域連合）に確認してください。

看護
小規模多機能型
居宅介護事業所

①平成18年3月31日までに
「実践者研修」又は、「基礎
課程」を修了した者であっ
て、平成18年3月31日の日
に現に特養、老人デイサー
ビスセンター、老健、グルー
プホーム等の管理者の職務
に従事している者

②「認知症高齢者グループ
ホーム管理者研修」（H17年
度のみ実施）を修了した者

※上記①又は②の要件をみ
たしている者はグループ
ホームの管理者として既に
必要な研修を修了している
とみなして差し支えない

認知症介護研修の受講要件について

管理者

※グループホームにおいて、短期利用共同生活介護サービスを実施するためには、実務者研修（専門課程）、実践リーダー研修、認知症介護指導者養成研
修のいずれかを修了している職員が配置されていることが必要です。

根拠法令
○「厚生労働大臣が定める施設基準」（平成24年厚生労働省告示第97号）第34号
○「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に
伴う実施上の留意事項について」 （平成18年3月31日）

※平成１６年度までの認知症介護実務者研修（基礎課程・専門課程）修了者は、認知症介護実践研修の実践者研修・実践リーダー研修をそれぞれ修了したも
のとみなします。
※平成１７年度認知症高齢者グループホーム管理者研修修了者は、平成１７年度認知症介護実践者研修を修了したものとみなします。

代表者 　

　・認知症介護実践者研修（H17実施分）
　･認知症介護実践リーダー研修（H17 実施分）
　･認知症高齢者グループホーム管理者研修（H17のみ実施）
　･旧痴呆介護実務者研修基礎課程（H13～H16実施）
　･旧痴呆介護実務者研修専門課程（H13～H16実施）
　･認知症（痴呆）介護指導者養成研修（H13より実施中）
　･認知症（痴呆性）高齢者グループホー ム開設予定者研修（H16～H17実施）

　  ※上記いずれかの研修修了者は、既に必要な研修を
　　修了しているものとみなして差し支えない。

・グループホーム
・小規模多機能型居宅介護支援事業所
・看護小規模多機能型居宅介護支援事業所
・認知症対応型通所介護事業所

　平成18年3月31日までに「実践者研修」
または、「基礎課程」を修了した者であっ
て、平成18年3月31日の日に現に特養、
老人デイサービスセンター、老健、グルー
プホーム等の管理者の職務に従事してい
る者は、小規模多機能型居宅介護支援事
業所、看護小規模多機能型居宅介護事
業所または認知症対応型通所介護事業
所の管理者として既に必要な研修を修了
しているとみなして差し支えない。
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認知症対応型サービス事業管理者研修


